
 
 
 
 
 
 

３ 年金管理課関係 
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（１）日本年金機構が行う滞納処分等の認可 

① 認可書の発行回数（平成25年4月～平成26年3月の認可状況） 

区 分 申請回数 認可回数 

厚生年金保険  

通 常 分（注２） 12 回 12 回 

随 時 分（注３） 56 回 56 回 

緊 急 分（注４） 141 回 141 回 

小 計 209 回 209 回 

国 民 年 金 

通 常 分（注２） 12 回 12 回 

緊 急 分（注４） 81 回 81 回 

小 計  93 回  93 回 

 合 計 302 回 302 回 

 

② 認可対象となった事業所または被保険者数（平成25年4月～平成26年3月の認可状況） 

区 分 申請件数 認可件数 

厚生年金保険  
（事業所数） 

通 常 分（注２） 106,113 件 106,113 件 

随 時 分（注３） 205 件 205 件 

緊 急 分（注４）  200 件 200 件 

小 計  106,518 件  106,518 件 

国 民 年 金 
（被保険者数） 

通 常 分（注２）  1,685 件  1,685 件 

緊 急 分（注４）  83 件  83 件 

小 計  1,768 件  1,768 件 

 合 計 108,286 件 108,286 件 

 （注１）厚生年金保険は船員保険を含む。 

（注２）「通常分」は、毎月定期的に認可申請が行われる。 

（注３）「随時分」は、会計検査院から指摘された徴収不足保険料等、随時に保険料等の調査決定を行ったものについて、督 

促状発行の都度認可申請が行われる。 

 （注４）「緊急分」は、通常分とは別に、繰上徴収等に該当する場合に、その都度認可申請が行われる。 

 

③ 東日本大震災に伴う納期限の延長及び事業所への滞納処分等に係る認可申請状況 

東北厚生局へ

の認可申請月 保険料等対象月（月数） 
納期限が延長（解除）された市町村数 

青森県 岩手県 宮城県 福島県 

平成23年 8月 平成23年 1月 ～ 平成23年 5月（ 5か月分） 
40(全市町

村指定) 
  0 0 0 

平成23年10月 平成23年 1月 ～ 平成23年 7月（ 7か月分）  27 （注１）33 47 

平成24年 1月 平成23年 1月 ～ 平成23年10月（10か月分）  7 3 0 

平成24年 4月 平成23年 1月 ～ 平成24年 1月（13か月分）   3 0 

平成26年 4月 平成23年 1月 ～ 平成26年 1月（37か月分）    （注２）12 

（注１）宮城県仙台市は区の数で計上している。 

  （注２）平成26年2月17日厚生労働省告示第30号により、対象保険料等の延長後の納期限が平成26年3月31日と定められた。

（注１） 

（注１） 
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延長終了後の督促状発行に伴う東北厚生局への滞納処分等認可申請は、平成26年4月予定である。 

 

（２）日本年金機構が行った滞納処分等の実施結果報告 

平成25年3月～平成26年2月の実施件数（平成25年4月～平成26年3月報告分） 

 厚生年金保険（事業所） 国民年金（被保険者） 

差 押 1,520 件 319 件 

差 押 解 除  276 件 100 件 

参 加 差 押  4 件 0 件 

参加差押解除 11 件 1 件 

交 付 要 求  251 件 83 件 

交付要求解除 33 件 7 件 

換 価 15 件 4 件 

取 立 1,928 件 192 件 

配 当 事 務  1,953 件 193 件 

捜 索 52 件 0 件 

換 価 猶 予  0 件 0 件 

執 行 停 止  551 件 0 件 

計 6,594 件 899 件 

 

（３）日本年金機構が行う立入検査等の実施に係る認可 

① 認可書の発行回数（平成25年4月～平成26年3月の認可状況） 

区 分 申請回数 認可回数 

通 常 分 12 回 12 回 

緊 急 分 17 回 17 回 

計 29 回 29 回 

（注）申請件数及び認可件数は申請の回数である。 

 

② 認可申請の事由別件数（平成25年4月～平成26年3月の認可状況） 

申 請 事 由 申請件数 認可件数 

未適用事業所への加入指導、立入検査 4,072 件 4,072 件 

適用事業所への調査 31,884 件 31,884 件 

情報提供による未適用事業所への加入指導、立入検査 558 件 558 件 

情報提供による適用事業所へ調査 117 件 117 件 

会計検査院の検査による事業所調査 49 件 49 件 

受給権者、被保険者に関する調査等 0 件 0 件 

計 36,680 件 36,680 件 

（注）申請件数及び認可件数は事業所数、受給権者及び被保険者数である。 
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（４）日本年金機構が行った立入検査等（受給権者及び被保険者等を含む）に係る調査結果報告 

① 立入検査等（平成25年4月～平成26年3月の報告件数） 

  （注）件数は事業所数である。認可事業所の所在地変更により、7件は管轄外へ転出、2件は管轄内へ転入となった。また、

平成24年9月認可分～平成25年8月認可分に対する報告である。 

 

② 受給権者、被保険者に関する調査等（平成25年4月～平成26年3月の報告件数） 

認可件数 
 調査件数 

未実施件数 
 重婚的内縁関係 健在確認 不正受給（疑） 

0 件 0 件   0 件   0 件 0 件 0 件 

（注）件数は受給権者及び被保険者数である。 

 

（５）社会保険労務士会の会員数 （平成26年3月31日現在 各県社会保険労務士会調べ） 

県名  

会  員  数（単位:人） 

特定社会 

保険労務士 

（単位:人)（注1） 

社会保険 

労務士 

法人数 

（単位:法人）

（注2） 

「街角」 

開設 

（単位:箇所） 

（注3） 

  開業 
法人の 

社員 
勤務 その他 

青森県 200 156 3 25 16 56 2 1 

岩手県 177 126 7 30 14 58 4 0 

宮城県 502 337 10 155 0 136 7 1 

秋田県 167 127 2 36 2 67 2 1 

山形県 201 148 7 46 0 63 4 1 

福島県 309 241 14 42 12 70 9 1 

合計 1,556 1,135 43 334 44 450 28 5 

（注1）特定社会保険労務士 

    紛争解決手続代行業務を行うことの出来る社会保険労務士をいう。特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合

格した後に、連合会に備える名簿に特定社会保険労務士であることを付記することが必要。 

（注2）社会保険労務士法人 

    2人以上の社会保険労務士が無限責任社員となって設立する法人をいう。定款の作成・認証を行った後、法務局にて設

立の登記を行い、設立届出書を都道府県社労士会を経由して連合会に提出することが必要。 

（注3）「街角」開設 

全国社会保険労務士連合会が、日本年金機構から委託を受けて全国35都道府県72か所で運営する「街角の年金相談セン

ター」を指す。都道府県社会保険労務士会と社会保険労務士の協力を得て運営。 

  

 

認可件数 実施件数 実施不能件数 未実施件数 

35,576 件 31,705 件 201 件 3,665 件 

- 162 -



（６）年金委員県別委員数 （平成26年3月31日現在） 

県名 
平成25年度末（単位：人） 

職域型 地域型 合計 

青森県 1,524 111 1,635 

岩手県 2,337 60 2,397 

宮城県 2,488 207 2,695 

秋田県 1,509 176 1,685 

山形県 1,780 152 1,932 

福島県 2,255 128 2,383 

合計 11,893 834 12,727 

 

（７）年金委員功労者厚生労働大臣表彰者数 

県名 受賞者数 

青森県 1人 

岩手県 2人 

宮城県 2人 

秋田県 1人 

山形県 1人 

福島県 2人 

合計 9人 

 

（８）国民年金事務費交付金交付額 （平成26年3月31日現在） 

① 法定受託事務（基礎年金・福祉年金・特別障害給付金等）      

 
市町村数 

交付決定額 

（A） 

概算交付額 

（B） 

精算交付額 

（C）（A)-(B)  

青森県 40 2億8046万円 1億8702万円 9343万円 

岩手県 33 2億3414万円 1億5565万円 7849万円 

宮城県 35 4億2765万円 2億8880万円 1億3884万円 

秋田県 25 1億8006万円 1億2441万円 5565万円 

山形県 35 1億9479万円 1億2926万円 6552万円 

福島県 59 3億5925万円 2億4250万円 1億1675万円 

   計 227 16億7638万円 11億2766万円 5億4871万円 

（注）金額は一万円未満を切り捨てた数値である。 

（注）金額について一万円未満を切り捨てていることから計が不一致である。 
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② 協力連携事務                         

 
市町村数 

交付決定額 

（A）（単位：円） 

概算交付額 

（B）（単位：円） 

精算交付額 

（C）（A)-(B)  

青森県 40 2906万円 1851万円 1055万円 

岩手県 33 2675万円 1593万円 1082万円 

宮城県 35 5305万円 3409万円 1896万円 

秋田県 25 1898万円 1345万円 553万円 

山形県 35 2825万円 1681万円 1143万円 

福島県 59 3950万円 2574万円 1375万円 

計 227 1億9562万円 1億2455万円 7106万円 

（注）金額は一万円未満を切り捨てた数値である。 

（注）金額について一万円未満を切り捨てていることから計が不一致である。 

 

 

（９）学生納付特例事務法人（平成26年3月31日現在） 

① 学生納付特例事務取扱教育施設一覧（10施設） 

県名 確認年月日 名   称 所在地 

青森県 23.01.24 青森県立盲学校 青森市 

岩手県 20.05.01 岩手県立産業技術短期大学校 矢巾町 

22.12.16 岩手県立久慈高等学校 久慈市 

24.01.13 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 奥州市 

宮城県 24.12.04 宮城障害者職業能力開発校 仙台市 

秋田県 20.04.22 秋田県立盲学校 秋田市 

23.12.08 秋田県立養護学校天王みどり学園 潟上市 

山形県 20.04.15 山形県立産業技術短期大学校 山形市 

20.04.22 山形県立山形職業能力開発専門校 山形市 

22.12.14 酒田市立酒田看護専門学校 酒田市 

 

② 学生納付特例事務法人一覧（21法人） 

県名 指定年月日 名   称 所在地 備  考 

青森県 22.12.16 学校法人弘前厚生学院 弘前市   

23.02.15 学校法人東奥学園 青森市 ・東奥保育・福祉専門学院 

23.03.10 学校法人弘前城東学園 弘前市 
・弘前医療福祉大学 

・弘前医療福祉大学短期大学部 

23.12.08 学校法人あずま学園 八戸市 ・八戸歯科衛生士専門学校 
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24.10.29 学校法人三和会 青森市 
・青森歯科衛生士専門学校 

・青森歯科技工士専門学校 

岩手県 

 

20.06.02 学校法人富士大学 花巻市   

23.01.24 一般財団法人岩手済生医会 盛岡市 

・岩手看護専門学校 

・岩手看護高等専修学校 

・岩手リハビリテーション学院 

23.12.19 学校法人関城学院 一関市 ・東北ヘアーモード学院 

25.11.25 
一般財団法人北日本カレッ

ジ 
盛岡市 

・北日本ヘア・スタイリストカレッジ 

・北日本ハイテクニカルクッキング 

カレッジ 

・北日本医療福祉専門学校 

宮城県 20.08.01 国立大学法人東北大学 仙台市 
 

23.01.04 学校法人東北柔専 仙台市 ・仙台接骨医療専門学校 

25.05.21 学校法人仙台ＹＭＣＡ学園 仙台市 ・仙台YMCA国際ホテル専門学校 

秋田県 
23.04.21 

一般社団法人 
由利本荘医師会 

由利本荘市 ・由利本荘医師会立由利本荘看護学校 

25.08.07 
公立大学法人 
秋田公立美術大学 

秋田市 
・秋田公立美術大学 

・秋田公立美術工芸短期大学 

山形県 20.07.02 学校法人東北公益文科大学 酒田市   

24.11.01 医療法人篠田好生会 山形市 ・篠田看護専門学校 

25.03.11 国立学校法人山形大学 山形市   

25.12.19 
公立大学法人 
山形県立保健医療大学 

山形市 ・山形県立保健医療大学 

福島県 
23.12.08 

職業訓練法人いわき情報処
理開発財団 

いわき市 ・いわきコンピュータ・カレッジ 

23.12.08 学校法人博愛心学院 郡山市 ・東北医療福祉専門学校 

25.11.25 準学校法人郡山学園 郡山市 ・ケイセンビジネス公務員カレッジ 

   

（１０）保険料納付確認団体（3団体）（平成26年3月31日現在） 

① 岩手県歯科医師会 

② 福島県薬剤師会 

③ 岩手県社会保険労務士会 
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